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はじめに 

 

区は、昨年 12 月に「練馬区のめざす 10 年後の姿」を定めた新しい基本構想を策定し、

その実現に向けた施策と事業の体系を本年3月に長期計画により明らかにしました。この

基本構想および長期計画では、「経済活動を活発にし、にぎわいのあるまちを創る」ことを

主要な政策の一つとしています。そこで、今回見直した新しい商工業振興計画には、基本

構想および長期計画で定める政策の実現を目指すことが求められています。 

 現行計画が策定された平成15年以降、区内の商工業を取り巻く経営環境は、経済のグロ

ーバル化の進展をはじめとして、技術革新の飛躍的進展や地球温暖化への対応など、大き

く変化しています。 

 こうした中、区民に必要な商品やサービスを提供するとともに、区民に身近な雇用の場

を提供するなど、地域の経済を支え、まちににぎわいを創り出すという区内商工業が持つ

役割は、ますます重要なものとなってきております。 

 そのため、本計画では、区内商工業の一層の振興を図るため、「変化に対応した産業活動

の推進」や「まちににぎわいをもたらす産業活動の推進」などの五つの戦略目標を定めま

した。 

 さらに、戦略目標を達成するため、区内中小企業の経営を支援するための「ワンストッ

プ相談」、飛躍的に拡大しているインターネット販売により販路拡大を図るための「ネット

ショッピング事業への支援」、魅力的な商店街づくりを進めるための「コミュニティスポッ

ト事業への支援」や「買物支援事業」など、13 の新規事業を含めて55 の計画事業を位置

付けました。 

 私は、区内の中小企業が、様々な経営環境の変化にも柔軟に対応し、力強く成長するこ

とを目指し、本計画で定める事業を積極的に推進することにより、「にぎわいのあるまちを

創る」という基本構想および長期計画の目標を着実に実現してまいります。 

本計画を策定するに当たりましては、練馬区商工業振興懇談会から貴重なご提言をいた

だきました。また、事業者および区民の皆様からも多くのご意見をいただきました。ご協

力をいただきました関係各位に感謝の意を表するとともに、心からお礼申し上げます。 

 

 

   平成22年９月 

                   練馬区長 志 村 豊 志 郎 
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第１章 計画の目的と位置付け    
                     
1 計画の背景と目的 
 

本計画は、区内の商工業の現状と課題を踏まえ、区内の商工業振興の基本的方向と具

体的施策とを明らかにするものです。 

平成15年に策定した現行の商工業振興計画は、計画化した46の個別事業計画をおお

むね実施し、平成22年度をもって終了します。 

現行の計画策定から７年が経過し、この間、少子高齢化、地球温暖化および情報化の

更なる進展、世界同時不況による景気後退など、区内の商工業を取り巻く社会経済環境

は大きく変化しています。 

練馬区は、23区最大の農地面積を誇るなど自然やみどりに恵まれているとともに、日

本のアニメ産業の発祥地であり、90 社を超えるアニメ関連企業が集積しており、更に

70 万人を超える区民に支えられた地域コミュニティが存在するなど豊富な産業資源が

あります。 

新しい商工業振興計画は、こうした練馬区の豊富な産業資源を活用しながら、厳しい

経営環境をもたらす時代の変化に的確に対応できるものとします。平成21年12月に策

定された「練馬区基本構想」（以下「基本構想」といいます。）および平成 22 年３月に

策定された「練馬区長期計画」（以下「長期計画」といいます。）の掲げた目標を実現す

るため、現行計画を改定し、平成23年度からの新たな計画を策定します。 

 

2 計画の位置付け 
 
(1) 上位計画等との関係 
基本構想は、区民と区が、「練馬区のめざす10年後の姿」を目標として共有し、と

もに手を携えて着実にこれからの練馬区を築いていくための区政運営の基本的指針と

なるものです。 

また、長期計画は、基本構想の掲げる「練馬区のめざす10年後の姿」を計画目標と

し、その実現に向けた施策および事業を体系的に明らかにしたものです。 

本計画は、「練馬区農業振興計画」、「練馬区観光事業プラン」および「練馬区地域共

存型アニメ産業集積活性化計画」とともに、基本構想および長期計画の下位に位置付

けられた産業分野の個別計画の一つです。本計画と他の関連分野の個別計画とが、相

互に連携して施策や事業を効果的に推進していきます。中でも、基本構想の目標であ

る「練馬区のめざす10年後の姿」を着実に実現するために、区民の参画と協働のもと、

従来の行政分野を越えて横断的に取り組む「ねりま未来プロジェクト」の推進に当た

っては、組織間の連携が強く求められます。本計画は、産業分野のみならず他の行政

分野との連携にも十分に配慮し、「ねりま未来プロジェクト」の推進にも役立つものと

しています。 

 



 2 

商工業振興計画 観光事業プラン 

 
農業振興計画 

 

＜上位計画との関係＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                          
 

 

基 本 構 想 

○ 練馬区のめざす10年後の姿 

「ともに築き 未来へつなぐ 人とみどりが輝く わがまち練馬」 

○ 区政経営の基本姿勢 

  ・区民主体、地域コミュニティ重視のまちづくり 
  ・区民と区との協働のまちづくり 
  ・持続可能な区政経営の実現 
○ ねりま未来プロジェクト 

   ・みどりプロジェクト ・農プロジェクト  
・アニメプロジェクト  ・人づくりプロジェクト 

○ 分野別の基本政策 

   ・子ども分野     ・健康と福祉分野 
  ・区民生活と産業分野 ・環境とまちづくり分野 

長 期 計 画 

○ 計画目標  

基本構想の掲げる「練馬区のめざす10年後の姿」 
○ 基本計画  

・ねりま未来プロジェクト 
  ・分野別の政策・施策 

※ 産業分野の政策  「経済活動を活発にする」 
○ 実施計画  

・財政計画 
・計画事業 

産業分野の個別計画          

地域共存型アニメ 

産業集積活性化計画 

・環境基本計画 
・地球温暖化対策地域推進計画 
・みどりの基本計画 
・都市計画マスタープラン など        

連携 関連する区の計画         
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(2) 練馬区商工業振興懇談会の提言 
本計画策定に当たっては、区民および区内事業者の意見を反映させるため、公募区

民、学識経験者および事業者等で構成する練馬区商工業振興懇談会（以下「懇談会」

といいます。）を平成21年９月に設置し、平成22年３月に提言を受けました。 

提言では、厳しい環境下にある区の商工業について、アニメ産業や都市型農業とい

った特徴的な産業や豊かなみどりなど、区の魅力を十分に活かした産業の振興を図る

ために、区の商工業が目指すべき将来的方向性が示されました。また、そうした将来

的方向性を目指す上での具体的な取組に関するアイディアが寄せられました。 

計画では、懇談会からの提言を十分に踏まえた商工業振興の基本的方向および戦略

目標により個別事業を展開します。 

 

 
(3) パブリックコメントの実施 
本計画は、計画素案を作成した後、パブリックコメントおよび区内事業者向けの説 

明会を実施し、区民の皆様や事業者の方々から幅広いご意見を伺い、策定しました。 

 

 

(4) 計画期間 
本計画の計画期間は、平成23年度から平成26年度までの４年間とします。 
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第２章 練馬区の商工業の現状と課題      
                                         
1 区内事業所の概要 
 

（1）事業所 
平成18年東京都「事業所・企業統計調査報告」によると、区内には、21,554か所

の事業所があり、その81.0％（17,450か所）が従業員10人未満の小規模事業所です。

業種別では、卸売・小売業、サービス業、飲食店・宿泊業など、日常生活に密着した

産業が多く、この3業種で全事業所数の54.1％を占めています。事業所数は、平成

８年の25,412か所から15.2％減少しており、減少の傾向が続いています。 

また、区内事業所で働く従業者数は、約18万人となっています。 

  
＜規模別事業所構成＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（資料：平成18年東京都「事業所・企業統計調査報告」） 

     
＜規模別従業者数＞ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料：平成18年東京都「事業所・企業統計調査報告」） 

50～99人

318か所

(1.5%)

100～299人

115か所

(0.5%)

300人～

27か所

(0.1%)

30～49人

604か所

(2.8%)

1～4人

13,519か所

(62.7%)

5～9人

3,931か所

(18.2%)

10～29人

2,920か所

(13.5%)

事業所数

21,554か所

派遣・下請従業者

120か所

(0.6%)

17,278

16,424

179,584

25,432

46,943

22,871

（

）（

（

合計

16.1%（

12.7%

従業員規模 従業者数  単位：人

14.2%

26.1%

５～９人

10～29人

（ 9.1%

21,695

）

30～49人

）

（ ）9.6%

300人～

50～99人

100～299人

12.1%

）

）１～４人 28,941

（ ）
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＜産業大分類別事業所数・従事者数＞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（資料：平成18年東京都「事業所・企業統計調査報告」） 

        
(2) 商業  

平成19 年東京都「商業統計調査報告」によると、区内には、4,704 店の商店（飲

食店を除く）があり、その78.7％（3,702店）が就業者数10人未満の小規模店です。

店舗数は、平成９年の6,360店から26.0％減少しており、減少傾向が続いています。 

 
＜卸売業：産業中分類別商店数・就業者数・年間販売額＞  

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
（資料：平成19年東京都「商業統計調査報告」） 

従業者数

事業所数
5,520
(25.6%)

3,637
(16.9%)

2,493
(11.6%)

1,369
(6.4%)

2,453
(11.4%)

1,164
(5.4%)

1,789
(8.3%) 902

(4.2%)

1,635
(7.6%)

592
(2.7%)

卸売・小売業 サービス業

飲食店・宿泊業

建設業

運輸業

不動産業

医療・福祉

製造業

教育・学習支援

その他

42,140
(23.5%)

15,940
(8.9%)

17,996
(10.0%)

12,293
(6.8%) 5,427

(3.0%)

21,846
(12.2%)

10,235
(5.7%)

13,432
(7.5%)

18,514
(10.3%)

21,554か所

179,584人

21,761
(12.1%)

年間販売額

就業者数

商店数 259
(24.2%)

228
(21.3%)

251
(23.4%)

6
(0.6%)

66
(6.2%)

261
(24.4%)

2,001
(20.8%)

2,303
(23.9%)

2,554
(26.5%)

 31
(0.3%)

652
(6.8%)

2,083
(21.6%)

1,142
(18.8%)

1,695
(27.9%)

1,339
(22.0%)

9
(0.1%)

290
(4.8%)

1,609
(26.4%)

建築材料、鉱物・金属材料
機械器具

飲食料品

各種商品 繊維・衣服

その他

1,071店

 9,624人

6,082億円
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＜小売業：産業中分類別商店数・就業者数・年間販売額＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 （資料：平成19年東京都「商業統計調査報告」） 

 
      

 
＜就業者規模別商店数・就業者数・年間販売額（卸売・小売業）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 （資料：平成19年東京都「商業統計調査報告」） 
    
 

年間販売額

就業者数

商店数
1,856

(39.5%)

980

(20.8%)

 866

(18.4%)

195
(4.1%) 102

(2.2%)

51
(1.1%)

29

(0.6%)

3,082
(8.1%)

3,352

(8.8%)

5,624
(14.7%)

8,463
(22.2%)

4,586
(12.0%)

3,864

(10.1%)

3,420
(9.0%)

5,758
(15.1%)

334
(3.1%)

604
(5.5%)

1,875
(17.2%)

2,235
(20.5%)

1,404
(12.9%)

1,545
(14.1%)

1,230
(11.3%)

1,699

(15.6%)

2人以下

3～4人 5～9人

20～29人 30～49人 50～99人

100人以上

4,704店

38,149人

10,925億円

10～19人

 625

(13.3%)

年間販売額

就業者数

商店数 1,375

(37.8%)

232

(6.4%)
 7

(0.2%)

1,230

(33.9%)

14,036

(49.2%)

1,632

(5.7%)
1,590

(5.6%)

1,739

(6.1%)

1,880

(6.6%)

7,648

(33.9%)

2,064

(42.6%)

217

(4.5%)

455

(9.4%)

644

(13.3%)

346

(7.1%)

1,117

(23.1%)

飲食料品

織物・衣服・身の回り品

家具・じゅう器・機械器具 自動車・自転車 各種商品

その他

3,633店

28,525人

4,843億円

477

(13.1%)

312

(8.6%)
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＜商店数、就業者数、年間販売額の推移＞ 
     
 
 
 
 
 
 

   
（資料：東京都「商業統計調査報告」） 

 

 

(3) 工業・ものづくり 
平成20 年東京都「工業統計調査報告」によると、区内には、699 か所の製造業の

事業所があります。事業所数は、平成10年の1,301 か所から46.3％減少しており、

減少傾向が続いています。 

 
＜産業分類別製造業事業所数・従業者数・出荷額＞ 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

（資料：東京都「平成20年 工業統計調査報告」） 

 

 

 

 

0
Ｈ６年

1,000

Ｓ60年

40,000

1.5兆円

1.0兆円

0.5兆円

就業者数

年間販売額

商店数

Ｈ14年

8,000
7,000

90,000
10,000
9,000

80,000
70,000

3,000
2,000

6,000
5,000
4,000

就業者数商店数
100,000

H19年Ｈ16年Ｓ62年 Ｈ３年 Ｈ９年 Ｈ11年

10,000
0

60,000
50,000

30,000
20,000

出荷額

従業者数

事業所数

290
(29.7%)

プラスチック

食料品

繊維工業

家具・木材

印刷

金属・非鉄金属

はん用・生産用機械

業務用機械
電気機械

情報通信

その他

17
(1.7%)

11
(1.6%)48

(6.9%)

49
(7.0%)

110
(15.7%）

116
(16.6%）

37
(5.3%)

56
(8.0%)

39
(5.6%)

32
(4.6%)

160
(22.9%）

41
(5.9%)

699か所

5,409人

975億円

957
(17.7%)

375
(6.9%)

176
(3.3%)

834
(15.4%)

280
(5.2%)

535
(9.9%)

283
(5.2%)

231
(4.3%)

266
(4.9%)

318
(5.9%)

1,154
(21.3%)

173
(17.7%)

17
(1.7%)

102
(10.5%)

54
(5.5%)

126
(12.9%)

51
(5.2%)

23
(2.4%)

45
(4.6%) 75

(7.7%)
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＜従業者規模別製造業事業所数・従業者数・出荷額＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   （資料：東京都「平成20年 工業統計調査報告」） 

 

    
＜製造業事業所数、製造品出荷額の推移＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   （資料：東京都「工業統計調査報告」） 

 

 

2 区を取り巻く経済・社会の動向 
 
(1) 経済の動向 
サブプライム・ローン問題※１や原油などの原材料の高騰に引き続き、平成 20 年９

月のリーマンショック※２に端を発した金融不安は、世界同時不況を招きました。 

我が国でも、円高、株安、消費の落ち込みなど急速に経済情勢が悪化し、特に地域

の中小企業は、厳しい業況となっています。その後、アジア経済の回復が牽引となり、

国内の景気は持ち直してきているとされている一方、失業率は高水準にあり、雇用情

勢の悪化が懸念されている状況にあります。 

出荷額

従業者数

事業所数
371

(53.1%)

201

(28.8%)

23
(3.3%)

14
(2%)

１～３人 ４～９人 10～19人

20～29人 30～49人 50～99人
15
(2.1%)

2
(0.3%)

73

(10.4%)

100～299人

754
(13.9%)

1,137
(21%)

995
(18.4%)

552
(10.2%)

526
(9.7%)

1,032

(19.1%)

413
(7.6%)

45
(4.6%)

124

(12.7%)

181

(18.6%)
123
(12.6%)

274
(28.１%)

699か所

5,409人

975億円

Ｘ Ｘ

 
※「Ｘ」は該当数値の公表を差し控えたもの。総数には「Ｘ」にあたる数値を含む。 

Ｈ20年

1,000億円

2,000億円

Ｓ55年 Ｈ5年 Ｈ7年 Ｈ10年Ｈ2年Ｓ58年 Ｓ60年 Ｓ63年
0

事業所数

800
600
400
200

2,400
2,200

1,000

1,800
2,000

事業所数

Ｈ17年

出荷額

Ｈ12年 Ｈ15年

1,600

1,200
1,400

製造品出荷額
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(2)  社会の動向 
 

 

我が国では、昭和50年頃から出生率が低下し始め、年少人口（０～14歳）は年々

減少傾向にあり、老年人口（65歳以上人口）の占める割合が増加しています。総務

省の「人口推計年報（平成21年10月１日現在推計人口）」によると、総人口に占め

る老年人口の割合は22.7％に及んでおり、少子高齢化が進んでいます。 

社会構造の変化は、人口構造だけではなく、女性の社会進出の促進にも影響して

おり、総務省「労働力調査（基本集計）」（平成21年平均）によると、女性の就業率

は46.2％です。 

このような少子高齢化社会の進展や女性の社会進出、それに伴う共働き世帯の増

加などにより、ライフスタイルの多様化が進んでいます。高齢者向けの商品やサー

ビス、あるいは託児や子育て関連のサービスなどの需要が増加するなど、消費者の

ニーズにも変化が見られます。 

内閣府「国民生活白書」（平成20年版）によると、昭和59年と平成19年で１世

帯当たりの年間消費支出総額のうち商品購入とサービス支出※３の割合について比

較した結果、消費の傾向がモノからサービスへと移行していることが明らかになり

ました。 

また、高齢者や障害者を含めたすべての人が、安全で快適に生活できる社会の実

現を目指すノーマライゼーション※４の考え方の浸透に伴い、ユニバーサルデザイン
※５への取組も事業者に対して求められるようになっています。 

 

 

消費者の購入手段にも変化が見られています。「国民生活白書」（平成 20 年版）

によると、インターネット利用者の増加に伴い、一般消費者による電子商取引は平

成17年から平成19年を比べると1.5倍に増加しており、市場規模は急速な拡大傾

向にあります。 

こうしたインターネット取引の増加に伴い、商品選択の範囲が広がる一方で、食

品や薬品による健康被害や、代金の支払や配送に関するトラブル、架空請求詐欺と

いった新たな消費者被害も発生しています。 

 

 

食の安全が問題となる事件が多発したことにより、食品の安全性がこれまで以上

に重視されるようになっています。「国民生活白書」（平成20年版）によると、加工

食品を選ぶ際には、生産・原材料がともに国産のものであれば信頼できると考えて

いる人が８割以上にのぼり、消費者の間では国産志向が強まっています。 

イ インターネットの普及と新たな消費者被害 

ア ライフスタイルと消費傾向の変化 

ウ 食の安全への不安 
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世界的規模で進む地球温暖化や森林破壊、資源の枯渇などに対しては、国際的な

取組が模索されており、国民の間にも環境保全への意識が高まってきています。 

「国民生活白書」（平成20年版）によると、大企業に最も取り組んでほしいテー

マとして「環境保護」を挙げた人が過半数を占め、意識の高まりを裏付ける結果と

なっています。日常の買物においても、過半数以上が詰め替え商品や省エネルギー

型の製品の購入を心掛けており、環境問題は企業や消費者にも影響を与えています。 

 
(3) 技術の動向 

我が国では、IT関連技術をはじめ、様々な分野で技術革新が進んでいます。経済産

業省が平成16年５月に発表した「新産業創造戦略」には、①燃料電池、②情報家電、

③ロボット、④コンテンツ※６、⑤健康・福祉・機器・サービス、⑥環境・エネルギー

機器・サービス、⑦ビジネス支援サービスの７つの新産業分野が示されています。 

燃料電池や環境・エネルギー関連の技術については、地球環境問題への対応が社会

的に要請される中、今後、様々な産業において実用化が求められる分野です。 

また、情報家電、コンテンツ関連の技術については、情報化社会、デジタル化が進

む中にあって、今後、発展の可能性がある分野です。特にコンテンツの分野であるア

ニメーションの製作は、優れたクリエーターによる企画とともに、原画、動画、撮影

などの多段階の工程における優れた技術によって支えられています。ジャパニメーシ

ョン※７と呼ばれ、世界の中でも高い競争力を有している日本のアニメーションの発展

とともに、さらなる技術革新が期待されています。 

健康・福祉関連の技術については、少子高齢化社会が進展する中で、高齢者向けサ

ービスの提供とともに、介護や医療の現場でのロボット技術の活用も含め、期待され

る分野です。 

このように、技術革新が急速に進んでおり、新たな産業分野の創造や発展が期待さ

れています。 

 

(4) 産業政策の動向 
 
 

「新成長戦略」（平成 22 年６月 18 日閣議決定）において、国の経済政策の方向

性が示されており、平成32年までに目標を達成するための戦略が７つ挙げられてい

ます。その中で商工業振興に特に関連の深いものは、「環境・エネルギー」「健康」

「観光立国・地域活性化」に関する３つの戦略です。 

環境・エネルギー大国戦略では、日本の高い技術力を活かした環境問題への対処

や、再生可能エネルギーの普及拡大支援、低炭素型社会※８への革新が具体的な目標

として示されています。 

健康大国戦略では、医療、介護、健康関連産業を成長牽引産業とするとともに、

質の高いサービスを安定的に供給できる体制を整備し、地域における高齢者の安心

エ 環境問題に対する意識の高まり 

ア 国の経済政策 
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な生活を実現することを目標としています。 

観光立国・地域活性化戦略では、観光を少子高齢化時代の地域活性化の切り札と

位置付け、地域政策については、「選択と集中」という視点を導入すべきであるとし、

地方の個性を伸ばして自立を促すことや、地域資源の活用による成長潜在力の発揮

を目標としています。また、「食」は国の成長基盤であり、安心・安全な食生活を守

ることは重要なテーマであるとして産学官連携を重視する姿勢を打ち出しています。 

 

 

東京都では、「産業振興基本戦略」（平成19年３月）において、今後10年間で目

指す産業振興の方向性を明らかにし、「健康、環境、コンテンツ※６などに関する重

点産業を育成し、東京の産業を牽引する」「技術・経営革新の促進と経営基盤の強化

を図る」「『知』が交流し、価値が生まれる魅力ある都市を創出する」「産業を牽引し、

支える人材を育てる」の４つの戦略を示しています。 

 

 

3 区内の商工業の現状 

 
(1) 魅力的な産業資源 

 
練馬区は、23区最大の農地面積を有しており、かつては練馬大根の生産地として

全国に知られ、現在は都内随一のキャベツ生産量を誇るとともに、多品目の農作物

を生産しています。大消費地に近いという利点を生かした地産地消※９を推進するこ

とで、食の安全や都市生活者のニーズに応えることが期待されます。区では、農産

物を活かした野菜餃子や菓子類の製造販売などの取組も行われており、農商工連携

の進展が期待されます。 

また、農業者とふれあいながら農の実りを体感できる農業体験農園※10やブルーベ

リー観光農園、農業イベントなど、全国のモデルとなるような都市型農業の魅力的

な取組も展開しています。こうした農地は、みどりの保全に役立っており、「区民意

識意向調査」（平成19年度）によると、８割以上が残してほしいと考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 東京都の産業政策 

ア 都市型農業 
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＜23区の農地面積＞ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（資料：東京都調査 平成19年３月31日現在） 

 
 
 
 

 

練馬区は、日本初のカラー長編アニメ映画「白蛇伝」※11や連続テレビアニメ「鉄

腕アトム」が制作された日本のアニメ発祥の地です。現在も90社を超えるアニメ関

連会社が、作品を制作しており、日本最大のアニメ産業集積地です。練馬区で生ま

れた日本のアニメーションは国際的に高い評価を受け、国の経済産業戦略上もアニ

メ関連産業を成長分野、重点産業に位置付けるなど、大きな役割が期待されていま

す。 

 平成21年に策定された「練馬区地域共存型アニメ産業集積活性化計画」では、ア

ニメ産業の集積の強化を図るとともに、アニメキャラクターを活用した様々な商品

開発や販売促進による地域経済全体への波及効果を目指しています。 

     
 
 
 
 
 
 

イ アニメ産業 

 

練馬区

277.5

（38.0％）

世田谷区

145.8

（19.9％）

足立区

100.6

（13.8％）

江戸川区

70.6

（9.7％）

杉並区

48.9

（6.69％）

葛飾区

47.6

（6.5％）

板橋区

25.2

（3.5％）

中野区

5.3

（0.7％）

大田区

5.1

（0.7％）

目黒区

4.0

（0.6％）

北区

0.6

（0.1％）

単位：ha(ヘクタール)

計731.2ha
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＜国内アニメ関連企業数上位10自治体＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 東京都以外は道府県の企業数  

（資料：独立行政法人中小企業基盤整備機構「コンテンツ産業の方向性に関する」調査研究」 

平成19年３月） 

 

 

 

区には、江戸の昔から伝わる伝統工芸や練馬大根を用いた沢庵漬けのように、古

くからある伝統の技を継承している特徴的な産業が残っています。これらは、産業

である一方で、区の歴史や文化を守り伝える役割を担っています。また、新たな視

点から伝統の技術を活かすことで、新しい商品やニーズを生み出す可能性を秘めて

いる産業でもあります。 

 

    

区内には、武蔵大学、日本大学芸術学部、武蔵野音楽大学などの複数の大学、        

14の高校、民間の研究所などが立地しています。産・学・官が協力すれば、これら

の教育・研究機関の有する専門知識や、柔軟な発想、学生の行動力などを商工業の

発展に活かすことができます。 

 
    

住宅都市である練馬区の最大の資源は、区民の存在です。区内には、多様な個性

と能力を持つ70万人を超える規模の区民がいます。こうした区民の力が十分に発揮

されることで、区内の商工業の活性化につなげることが期待できます。 

 

ウ 伝統的産業 

エ 教育・研究施設 

オ 多様な人的資源 

17

20

21

22

25

30

43

44

75

94
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　埼玉県

武蔵野市

　　大阪府

　　中野区

 西東京市

　　 港区

　　渋谷区

　　新宿区

　　杉並区

　　練馬区

（社）
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(2) 厳しい経営状況 
 
    

区内の事業所の特徴は、大多数を中小企業が占めている点にありますが、平成20

年９月の米国に端を発した世界同時不況の影響などから、区内の中小企業は大きな

打撃を受けています。区内の多くの事業所は、売上高や受注量が伸び悩んでおり、

利益の低下や得意先の減少に不安を抱えています。 

 

＜現在の経営上の問題点（複数回答）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料：「練馬区商工業振興計画策定に伴う区民意識・事業所実態調査」平成22年１月） 

 

 

      

売上げや受注量を増やし、新規の得意先を獲得するためには、新製品の開発や販

路の拡大が必要です。しかし、区内事業所は、消費者が求める新たな商品や製品の

開発および販路の拡大のための企画開発力やマーケティング※12 力などの経営力が

不足している状況にあります。 

      

       

区内の事業所は、小売業や飲食業といった区民の日常生活に密接な関わりを持つ

業種が多数を占めています。しかし、都心への交通の便が良好なことなどから、池

袋や新宿といった近隣の大規模商業地域に出向き買い物をする人が多く、区外に消

費が流出しており、区内事業所は厳しい経営状況にあります。 

ア 売上げの減少と利益の低下 

イ 経営力の不足 

ウ 消費の流出 

60.1

43.6

32.0

25.1

10.4

9.1

8.3

5.2

4.7

3.1

2.7

1.8

1.6

1.4

1.3

1.2

1.2

1.0

4.5

10.7

2.1

              売上高・受注量の伸び悩み

     利益率の低下

同業種との競争の激化

      得意先の減少

      営業力の低さ

          人件費の増加余剰人員の発生

機械・設備の老朽化

    後継者の確保難

  地代・家賃の高さ

                ロットの少量・多品種化

新規事業開拓の遅れ

情報化への対応の遅れ

            得意先の注文レベルの高度化

異業種との競争の激化

        情報処理技術をもつ人材の確保難

              技術開発・研究開発の遅れ

                市場・顧客情報の収集難

                メーカー・小売の直結化

            その他

          特にない

      無回答

％

回答者数1,425

0　　　   10　      20        30        40        50         60      　70
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＜23区の人口当たりの販売額＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（資料：東京都「商業統計調査報告」平成19年６月、東京都「住民基本台帳による世帯と人口」 

平成19年６月１日より作成） 

 

平成21年６月現在、区内商店会は111商店会で、店舗数は5,583店です。そのう

ち空き店舗は、322店（5.8％）となっています。これを４年前と比較すると、１商

店会の減（0.9％減）、755店舗の減（11.9％減）、36空き店舗の増（12.6％増）とな

っています。 

    また、「練馬区商店街実態調査」（平成 22 年３月）によると、区内の商店街が抱

える問題として、個店の後継者問題や来街者の減少などをあげています。さらに、

空き店舗が発生しても、つぎのテナントが入るまでに時間がかかっています。 

このため、商店街では徐々に店舗が減少し、商店街の空洞化やさびれといった

更なる問題が生じています。 

 

(3) 商工業を取り巻く環境変化 
 
    

インターネットの普及により、区民の間にもパソコンや携帯電話による通信販売

での商品購入が増えています。好きな時間に任意の場所から商品を購入することが

可能になったことに伴い、これまで近所の商店で購入していた日用品を自宅に居な

がら購入するなど、区民の生活や消費行動が大きく変化しています。 

また、消費者ニーズも変化しています。例えば、少子高齢化や女性の社会進出な

どを背景に、高齢者介護用品や家事・育児の代行など、社会の変化に伴った新たな

製品、商品、サービスの需要が生じています。しかし、区内では、品揃えなどに対

する不満から商店街や商店を利用する消費者が減少しており、消費者ニーズの変化

に十分対応できていない状況にあります。 

エ 商店街の空洞化 

ア 消費者ニーズの変化 
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 情報技術の進展に伴い、国内産業においてサービス産業の占める割合が高まって

います。特に情報・コンテンツ※６産業の発展は近年めざましいものがあります。個々

の事業所においても、デジタル技術などを用いた作業工程が増えるなど、工業・も

のづくりを取り巻く産業構造が変化しています。 

こうした中にあって、東京都「工業統計調査報告」によると区内の製造業の事業

所数は平成10年から減少傾向にあります。 

 

 

地球レベルでの環境の悪化から温暖化や資源循環型社会への取組が世界規模で

議論されており、国民レベルでの環境問題の取組が進められています。このような

社会的背景を受けて、消費者の環境問題に対する意識も高くなってきており、環境

に配慮した製品が求められる時代になっています。 

区は、環境都市練馬区宣言を行うとともに、環境基本条例を定めています。 

また、商工業においても環境を守るための取組を区民や事業者とともに積極的に

進めていくことが求められています。 

 

4 区内の商工業の課題 
 
(1) 特徴的な産業資源の有効活用  
   
 

練馬区で生産されている農産物の魅力を活かした商品や製品を開発し、商工業の

振興に役立てていくことが課題です。開発に当たっては、品質の良さだけではなく、

練馬区の独自性を織り込みながら、消費者の感性に訴えかける商品づくりを目指す

必要があります。 

また、豊かな都市農地という他にない資源は、新鮮な農作物を供給するだけでな

く、農作業や収穫を身近に体験できる場でもあり、近隣からの観光客を誘致する資

源として活用することも課題です。 

 

 

アニメは、和食やファッションと並ぶ日本が世界に誇る文化となっており、国の

政策においてもコンテンツ産業の振興が重要な課題となっています。 

区のアニメ産業は、日本一のアニメ事業者の集積を誇りますが、さらなる集積、

強化が必要です。また、商店街の集客づくりや、特産物および農産物の販売にアニ

メキャラクターを活用するなど、練馬の産業の柱の一つとして、多様な展開が求め

られています。さらに、アニメを通じて多くの人々を練馬区に呼び込むため、アニ

メスポットの設置やイベントの開催などを行い、観光地としての練馬の付加価値を

高めていくことも重要です。 

イ 工業・ものづくりを取り巻く変化 

ウ 環境問題への意識の高まり 

ア 農産物・農地の積極的活用 

イ アニメ産業の集積強化と活用 
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伝統的産業である漬物産業や伝統工芸を区の内外に周知させるための場や機会

を設けてPRを充実し、消費を拡大させることが課題です。 

 
 
区内にある教育・研究機関は、産業界に人材やアイディアなどを供給する可能性

を持つ重要な資源であることから、産・学・官の十分な連携が必要です。今後は、

積極的な連携により、区内産業との交流を活性化させ、学生の柔軟な発想やデザイ

ン分野での専門的な意見を取り入れるなど、練馬ならではの商品開発を行っていく

ことが課題です。 

 

 

70 万人を超える区民の膨大な需要と多様な人的資源を区内の商工業に結びつけ

ることは、地域経済の活性化に不可欠です。今後は、こうした区民の力をさらに区

内商工業の振興に結びつけるため、区民の理解と協力を促進し、商店街や事業者の

経済活動につなげるための仕組みづくりが課題です。 

 

(2) 厳しい経営状況への対応 
 

 

売上げの減少や利益率の低下など厳しい経営状況にある区内中小企業において

は、業務改善や経営方針の見直しなど経営力を強化し、経営の安定化を図っていく

ことが課題です。 

 

 

受注量の増加や新しい顧客を獲得するためには、製品の独自性を打ち出し、他と

の差別化を図ることが重要です。新たな製品の開発や今ある製品自体の魅力や価値

を向上させていくことが課題です。 

 

 

商品が多くの消費者に受け入れられるためには、製品の価値を向上させるだけで

なく、流通・販売方法、PRなど「売り方」にも更なる工夫が必要です。商品の品揃

えなどに不満がある消費者が区内で購入しないという事実を踏まえ、消費者が求め

ている商品を的確に把握し、取り揃え、魅力的に陳列するなど、売り方やPRを充実

させていくことが課題です。 

 

 

都心からの交通の利便性、豊かな産業資源の活用および景観に配慮したまちづく

りの推進により、区の内外からの来街者を呼び込むことのできる魅力的な商店街や

ウ 伝統的産業への支援 

エ 産・学・官の連携 

オ 区民の理解と協力の促進 

ア 経営の安定化 

イ 製品価値の向上 

ウ 販売方法やPRの充実 

エ にぎわいの創出につながる来街者増 



 18 

まちを創りだし、区内に新たなにぎわいと活気を創出することが課題です。 

 

 

商店街の空洞化の解消を目指して、商店街を活性化させるためには、各商店が消

費者ニーズを的確に把握し、魅力的な品揃えや喜ばれるサービスの提供など、顧客

を増やし、売上げを伸ばすための取組を行うことが課題です。 

また、若者をはじめ多くの区民を商店街に呼び込むためには、ITの活用、高齢者

や子育て中の家庭への買物サービスの実施および地域コミュニティへの貢献となる

新たな機能の導入などが課題です。 

 

(3) 環境変化に即応した事業展開 
 

 

インターネットなど新しい取引形態の利用が増加する中で、新たな得意先や顧客

を獲得するために新分野への進出や経営環境の変化に即した事業への転換を進めて

いくことが重要です。また、ITの効果的な活用を含めて、いかに事業転換を図って

いくのかが求められています。 

さらに、消費者ニーズも変化しています。消費者が求めている新しい商品やサー

ビスを的確に把握し、商店街や各個店が、消費者ニーズの変化に素早く対応してい

くことも必要です。 

 
 

少子高齢化が進む中、高齢者や子育て中の家庭に関連するサービスなどは、今後、

様々な形での事業化の可能性があり、どのようにしてこの分野の事業展開を図って

いくのか検討することが必要です。 

 
 

従来どおりの工業を継続することは、工業を取り巻く様々な状況変化から困難に

なっています。区民の工業・ものづくりに対する理解を深めながら、住宅都市とし

ての区の特性に合った産業としての発展を目指していく必要があります。 

 

 

環境問題への対応が求められる中で、この変化を制約要因ではなく、新たな成長

要因として捉え、環境の保全と経済の活性化をともに実現できるような新たな事業

活動を促進していく必要があります。また、既存の産業についても、LED などの環

境負荷を低減する製品や環境技術を活用した持続可能で、環境と共生できる産業活

動を推進していくことが必要です。 

 

ア 時代に即した新たな事業展開 

イ 進行する少子高齢化への対応 

オ 商店街の活性化 

ウ 住宅と共存した工業・ものづくりの発展 

エ 環境と調和のとれた産業振興 
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第３章 商工業振興の基本的方向 
                                                  
1 基本的方向 
 

練馬区の商工業振興の基本的方向を、「基本構想」「長期計画」および懇談会の提言を

踏まえ、下記のとおりとします。 

  

 

 

 

 

 

練馬区は、日本のアニメ発祥の地であり、みどりや農に恵まれたまちとして、多彩

な魅力に溢れています。  

そして、武蔵大学、日本大学（芸術学部）、武蔵野音楽大学等の大学や、70 万人を

超える区民に支えられた地域コミュニティが存在します。こうしたまちの魅力を活か

し、みどり豊かな環境との調和を図りながら、商工業振興を目指していきます。 

そのためには、個々の事業者は、厳しい経営状況を打開し、経営力を強化し、時代

とともに変化するライフスタイルや消費者ニーズを的確に把握しなければなりません。

そして、ライフスタイルや消費者ニーズに対応した新事業の展開や製品、商品の開発

の仕組みづくりなど新しい経営環境の整備を行っていくことが必要です。   

また、商店街の空洞化が進む中にあっては、魅力的な商店街づくり、個店づくりな

どを推進し、区内外から来街者を呼び込み、商店街を中心としてまち全体ににぎわい

が創出できるような商工業振興を目指していきます。 

こうした取組を事業者、産業経済団体だけでなく区民と区が一丸となって手を携え

ながら、練馬の商工業の未来をともに築いていきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちの魅力を活かし、みどりとの調和を図りながら、変化に 

対応したにぎわいのある産業活動を区民とともに推進する 
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2 戦略目標の設定 
 

商工業振興の基本的な方向を踏まえ、区の商工業が目指す将来像を実現するため、５

つの戦略目標を以下のとおり設定します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

練馬区には、アニメ産業や都市型農業、漬物産業、伝統工芸などの区の強みとな

る特徴的な産業があります。これらの産業は、「アニメのまち ねりま」「農のある

まち ねりま」といわれるまちの魅力を醸成しています。特にアニメ産業や都市型

農業は、ジャパニメーション※７や食の安全性への社会的な関心が高まる中、今後、

ますます発展することが期待されています。 

区内商工業の活性化においては、特徴的な産業を商工業と有機的に連携させてい

くことが有効です。そこで、本計画においては、アニメ産業や都市型農業といった

特徴的な産業、いわばまちの魅力を活かした商工業振興を目標とし、こうした産業

活動の推進を支援していきます。 
 

戦略目標１：まちの魅力を活かした産業活動の推進 

環境問題への関心が高まり、温室効果ガス排出量削減など地球温暖化防止や資源

循環型社会への対応が社会的に要請されています。特に産業界に対しては、その活

動が環境に及ぼす影響が大きいことからも、企業の社会的責任（CSR）※13の一環とし

て、自ら主体的に環境問題に取り組むことが求められています。環境に配慮した新

技術や製品、商品の開発、普及を通じて、環境配慮を社会に浸透させていく推進力

としての役割が期待されています。 

また、環境への対応を新たなビジネスチャンスと捉え、商工業の活性化に結びつ

けていくことも期待されています。 

練馬区は、23 区で最も緑被率が高く、みどり豊かなまちです。こうした特徴を踏

まえ、区内の産業活動においても、みどりとの調和や環境へ一層の配慮が求められ

ます。 

本計画では、みどりと調和し、環境に配慮した産業活動の推進を通じた商工業振 

興を目標として、産業活動の推進を支援していきます。 

 

戦略目標２：みどり、環境と調和し、発展する産業活動の推進 
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時代とともに産業構造は変化しています。特に、ここ十数年間での情報関連の技

術革新により、情報関連産業が飛躍的に発展したことで、産業活動における情報通

信網の利用率は格段に上昇しています。取引先との連絡や情報収集だけでなく、世

界中、日本中の製品や商品を、工場や店頭に出向かずとも、会社や自宅にいながら

購入することが出来る時代となっています。 
また、最近では、モノからサービスの時代といわれるように、消費者ニーズも社

会、経済情勢を背景に大きく変化し、多様化しています。 
 こうした中、区内事業所の多くは、急激な環境変化や構造変化に十分に対応しき 

れず、厳しい経営状況にあります。そのため、新しい時代に即した事業への転換を 

図るとともに、時代の変化に対応できるように経営の安定化を図り、人材を確保し 

ていく必要があります。 

 本計画においては、時代の変化に対応した産業活動が営めるよう経営基盤の強化 
や事業改革の仕組みづくりを通じた商工業振興を目標とし、産業活動の推進を支援 
していきます。 

 

戦略目標３：変化に対応した産業活動の推進 

戦略目標４：まちににぎわいをもたらす産業活動の推進 

区内商工業の活性化を図るためには、区内外からの人の往来が増し、まちににぎ

わいをもたらすことが必要です。そのためには、まちの核となる商店街や個々の商

店において、消費者のニーズに合致した商品を揃え、陳列方法や店構えなど消費者

を引きつけるような工夫を施すことが必要です。 
本計画においては、まちににぎわいをもたらし、商店街や商店など商工業の活性

化につながるような産業活動の推進を支援していきます。 
 

練馬区は、人口70万人を超える住宅都市であることが大きな特徴です。こうした

住宅都市における商工業の活性化は、単に経済活動の振興だけを目的とするもので

はなく、地域の多様な課題の解決に寄与し、区民生活の向上につながるものである

ことが求められます。 

例えば、子育て支援や高齢化への対応、ユニバーサルデザイン※５の推進など多様

な区民ニーズを充足するような製品、商品の開発やサービスの充実を図ることによ

り、区民の生活の向上に寄与することが望まれます。 

本計画においては、商工業活性化を通じて、区民生活の向上につながるような産

業活動の推進を支援していきます。 

 

戦略目標５：区民とともに活性化する産業活動の推進 
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第４章 施策の体系と個別事業                                                   
  
1 施策の体系 

☆新規（13事業） ◎充実（18事業） ○継続（24事業） 

【戦略目標】   【施策】            【個別事業】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（Ａ） まちの魅力 

を活かした産業 

活動の推進 

（Ｂ） みどり、環 

境と調和し、発 

展する産業活動 

の推進 

（Ｃ） 変化に対

応した産業活動

の推進 

321 

●練馬区の特徴的な産業を支援する 

① 

322 

●中小企業の経営を支援する  

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

①練馬区の 

特徴的な産業を支援 

＊農プロジェクトとの連携 

＊アニメプロジェクトとの連携 
① 

＊みどりプロジェクトとの連携    ② 

②みどりや環境に配慮した 

事業活動への支援 

③経営基盤の強化 

 

 

④産業情報の活用 

 

 

 

⑤新事業・創業への支援 

⑥産業活動活性化に向けた 

人材の育成 

＊人づくりプロジェクトとの連携 ⑤⑥ 

⑦産業振興の拠点の整備 

1 ○伝統工芸展への支援 
2 ☆伝統工芸体験講座の開催 
3 ○漬物物産展への支援 
4 ◎アニメ産業の育成・強化 
（*地域共存型アニメ産業集積活性化計画） 

5 ◎アニメ文化の普及による地域経済の活性化 
（*地域共存型アニメ産業集積活性化計画） 

6 ◎地域の魅力を活かした観光事業の推進 
   (*観光事業プラン) 
7 ☆地産地消への支援（*農業振興計画） 
8 ☆学生のアイディア活用事業 
○異業種交流事業への支援（再） 
◎新製品・新技術開発への支援（再） 

9 ◎EMS推進事業への助成 
10 ☆練馬区地球温暖化対策地域協議会への支援 
   （*地球温暖化対策地域推進計画） 
11 ○フラワーポットの設置や花木の植栽 

（*みどりの基本計画） 
12 ○生け垣化や屋上・壁面緑化の推進・助成 

（*みどりの基本計画） 
◎商店街施設整備への支援（再） 

13 ○産業融資あっせん事業 
14 ○小規模事業者経営改善資金融資 
（マル経融資）支援事業 

15 ◎経営者・後継者経営力向上事業 
16 ◎経営指導 
17 ◎商工相談 
18 ☆ワンストップ相談 

19 ◎産業情報の提供 
20 ☆中小企業支援パンフレットの作成 
21 ○区内景況調査 
22 ○見本市等出展への支援 
23 ○事業所マッチング（ビジネスネット） 
24 ◎IT活用の支援 
25 ☆ネットショッピング事業への支援 

26 ◎創業・起業への支援（講座・相談・融資等） 
27 ◎インキュベート機能の充実 
28 ○異業種交流事業への支援 
29 ◎新製品・新技術開発への支援 
30 ☆若手経営者の交流支援 
◎コミュニティビジネスの推進（再） 
○産業融資あっせん事業（再） 
○商工業従業員表彰（再） 
◎経営者・後継者経営力向上事業（再） 
☆学生のアイディア活用事業（再） 

31 ◎（仮称）産業振興会館の整備 

＊施策および個別事業の推進に当っては未来プロジェクトとの連携を図ります。 

※321、322、323、324、326は、長期計画の施策番号および施策名 
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【戦略目標】   【施策】            【個別事業】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

326 

●魅力的な商店街づくりを進める 

⑧ ⑨ ⑩ 

324 

●消費者の自立を支援する ⑮ 

⑧集客力のある 

商店街形成への支援 

⑨商店街の環境整備 

⑪住宅と共存した工業・ 

ものづくりへの支援 

 

 

 

⑫生活支援型サービスへの支援 

 

 

 

⑩地域に根ざした商店街づくり

（再） 

 

 

⑬関係団体等との連携 

＊地域コミュニティ活性化プロジェクトとの連携  ⑩⑫ 

⑮消費者の自立への支援 

40 ◎商店街施設整備への支援 
41 ☆魅力ある個店づくり支援事業 
42 ○空き店舗入居促進事業 
43 ○空き店舗活用事業 

（Ｄ） まちににぎ 

わいをもたらす 

産業活動の推進 

（Ｅ） 区民ととも 

に活性化する 

産業活動の推進 

323 

●中小企業の勤労者と就労を支援 

する ⑭ 

44 ○駅周辺地区まちづくりと連携した商店街 
整備の促進 

45 ○大規模・中規模店舗の立地調整 
☆ネットショッピング事業への支援（再） 
☆コミュニティスポット事業への支援（再） 
◎コミュニティビジネスの推進（再） 
☆商店街ファンづくり事業への支援（再） 
☆買物支援事業（再） 

32 ◎いきいき商店街支援事業 
33 ◎にぎわい商店街支援事業 
34 ○練馬区商店街連合会等への支援 
35 ◎商店街活性化計画への支援 
36 ○商店街振興組合への助成 
37 ☆コミュニティスポット事業への支援 
38 ☆商店街ファンづくり事業への支援 
39 ○生鮮三品共同販売への支援 
☆若手経営者の交流支援（再） 
◎IT活用の支援（再） 

47 ◎コミュニティビジネスの推進 
48 ☆買物支援事業 
☆コミュニティスポット事業への支援（再） 
○生鮮三品共同販売への支援（再） 
◎産業情報の提供（再） 
 

49 ○産業経済団体等との連携の強化 
50 ○家屋修繕等小規模工事あっせん事業 

○駅周辺地区まちづくりと連携した商店街  
整備の促進（再） 

○大規模・中規模店舗の立地調整（再） 
☆ネットショッピング事業への支援（再） 
☆コミュニティスポット事業への支援（再） 
◎コミュニティビジネスの推進（再） 
☆商店街ファンづくり事業への支援（再） 
☆買物支援事業（再） 

⑩地域に根ざした商店街づくり 

⑭勤労者と就労の支援 

51 ○就労・雇用支援 
52 ○商工業従業員表彰 
53 ○勤労者への支援 

54 ○消費者意識の啓発 
55 ○消費者の安全の確保 

46 ☆製造業実態調査の実施 
◎EMS推進事業への助成（再） 
○見本市等出展への支援（再） 
○事業所マッチング（ビジネスネット）（再） 
◎産業情報の提供（再） 
◎IT活用の支援（再） 
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2 個別事業 
（Ａ）まちの魅力を活かした産業活動の推進 

① 練馬区の特徴的な産業を支援 

 ☆新規（13事業） ◎充実（18事業） ○継続（24事業） 

NO. 事業名 事業内容 

１ 

○ 

 

伝統工芸展への支援 

 

練馬に生き続ける伝統工芸を広く紹介し、伝統

産業の普及と振興を図り、区の文化発展に寄与

するため伝統工芸展への支援を行う。併せて、

ホームページや区報をはじめ、石神井公園ふる

さと文化館などでのPRの充実を図る。 

２ 

☆ 

 

伝統工芸体験講座の開催 

 

区内の伝統工芸の職人が石神井公園ふるさと文

化館などにおいて、児童、生徒等に伝統技術を

見せるとともに体験事業を行い、ものづくりの

苦労や喜びを伝えていく。 

３ 

○ 

 

漬物物産展への支援 

 

漬物物産展を通して、練馬の伝統的産物である

漬物の展示・即売を行い、広く消費者の理解を

得るとともに、漬物産業の振興を図る。併せて、

ホームページをはじめPRを充実させる。 

４ 

◎ 

 

アニメ産業の育成・強化（*地域共存型ア

ニメ産業集積活性化計画） 

 

国内最大であるアニメ関連企業の集積を強化

し、地域経済を活性化する。また、国際市場へ

の進出や人材育成、技術の向上を図り、国際競

争力をもつ産業に育成する。 

５ 

◎ 

 

アニメ文化の普及による地域経済の活性

化（*地域共存型アニメ産業集積活性化計

画） 

 

アニメ文化の普及啓発や、観光客を対象とした

民間アミューズメント施設の誘致、整備支援に

向けた取組を行う。また、アニメ制作現場の見

学コース整備等を進める。 

６ 

◎ 

地域の魅力を活かした観光事業の推進 

(*観光事業プラン) 

観光協会への支援を通じ、「アニメ」や「農」

などを活用したまち歩き観光の推進を図る。 

７ 

☆ 

 

地産地消への支援(*農業振興計画） 

 

練馬産農産物の地産地消を支援するとともに、 

農業生産者と商工業事業者との交流（農商工 

連携）による商品や製品の開発・販売等の支 

援を行う。 

８ 

☆ 

 

学生のアイディア活用事業 

 

区内の学生のアイディアを取込んだ伝統工芸

品、イメージマスコット、商品パッケージなど

の発案と活用に対して支援する。 

○ 異業種交流事業への支援 (再掲）28 

◎ 新製品・新技術開発への支援 (再掲）29 
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（Ｂ）みどり、環境と調和し、発展する産業活動の推進 

② みどりや環境に配慮した事業活動への支援 

NO. 事業名 事業内容 

９ 

◎ 

 

EMS推進事業への助成 

 

ISO、エコアクション21などの認証取得を予定

している区内の中小企業に対し、経費の一部を

補助することにより、区内事業所のEMSの取組

を推進し、競争力および経営基盤の強化を図る。 

10 

☆ 

 

練馬区地球温暖化対策地域協議会への支

援（*地球温暖化対策地域推進計画） 

 

日常生活や事業活動に伴う温室効果ガス排出抑

制のために設立された練馬区地球温暖化対策地

域協議会における区民と事業者の連携や自主的

な活動を支援する。 

11 

○ 

 

フラワーポットの設置や花木の植栽 

（*みどりの基本計画） 

 

区内の駅、駅周辺の道路および区立施設にフラ

ワーポットを設置して、地域住民と区が協働し

花を植え管理することにより、花いっぱいで潤

いのあるまち並みを形成する。 

12 

○ 

生け垣化や屋上・壁面緑化の推進・助成 

（*みどりの基本計画） 

生け垣や屋上・壁面の緑化を推進し助成する。 

◎ 商店街施設整備への支援 （再掲）40 
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（Ｃ）変化に対応した産業活動の推進 

③ 経営基盤の強化 

NO. 事業名 事業内容 

13 

○ 

 

産業融資あっせん事業 

 

中小企業およびその団体の事業資金の融資あっ

せんを金融機関に対して行い、利息の一部を区

が助成するなどの事業を行う。 

14 

○ 

 

小規模事業者経営改善資金融資（マル経

融資）支援事業 

 

東京商工会議所の推薦により、国（日本政策金

融公庫）の小規模事業者経営改善資金融資（マ

ル経融資）を利用した区内中小企業者に対して、

利子の一部を補助する。 

15 

◎ 

 

経営者・後継者経営力向上事業 

 

中小企業の経営者、後継者の経営力を向上させ

るため、経理、財務、マーケティングなど経営

に関するセミナーを実施する。 

16 

◎ 

 

経営指導 

 

専門の相談員が、直接事業所に出向き、経営状

態についての診断や改善策の相談に応じ、助言、

指導を行う。必要に応じて、継続して助言、指

導を行う。 

17 

◎ 

 

商工相談 

 

中小企業の税務、経営、労務問題等の他に、企

業の社会的責任（CSR）※13推進への取組に対して

専門相談員が相談に応じ、経営の改善等を支援

する。 

18 

☆ 

 

ワンストップ相談 

 

税務・労働問題や事業承継、販路拡大、事業再

生など区内中小企業の経営課題に対するコンサ

ルティングおよび創業に対する各種相談などワ

ンストップで行う。 
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④ 産業情報の活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 事業名 事業内容 

19 

◎ 

産業情報の提供 区ホームページ、練馬区統合型地理情報シス

テム（GIS）、ねりま産業情報誌「ぺがさす」など

を活用して、区内事業者向けに産業情報の提

供を行うとともに、区民や区外にも広く発信す

る。 

20 

☆ 

中小企業支援パンフレットの作成 区の産業振興施策を区内事業者向けに紹介

するパンフレットを作成する。 

21 

○ 

区内景況調査 区内中小企業の景況等を調査し、中小企業経

営者や関係団体に地域経済の情報を提供す

る。 

22 

○ 

見本市等出展への支援 販路拡大のために見本市等に出展する区内

事業者に対して、出展経費等の一部を補助す

ることにより、区内事業者の自立的発展を図

る。 

23 

○ 

事業所マッチング（ビジネスネット） 広域の企業間交流による企業活動の活性化を

目指して受発注交換会を開催する。 

24 

◎ 

IT活用の支援 ホームページ作成補助だけでなく、区内事業

者が自力でホームページを開設・維持できるよ

う支援事業（相談）を行うことにより、ネットショッ

ピングなど区内事業所の IT を活用したサービ

スの充実を図る。 

25 

☆ 

ネットショッピング事業への支援 地産・特産を中心とした商品や製品を広く紹介

し、販売するためネットショッピングに対する支

援を行う。 
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⑤ 新事業・創業への支援 ⑥ 産業活動活性化に向けた人材の育成 

 

⑦ 産業振興の拠点の整備 

NO. 事業名 事業内容 

31 

◎ 

 

（仮称）産業振興会館の整備 

 

産業振興の中核的な拠点として、産業経済活動

の活性化に寄与し、区内の事業者や産業経済団

体を総合的に支援する（仮称）産業振興会館を

整備する。 

 
 
 
 
 
 

NO. 事業名 事業内容 

26 

◎ 

創業・起業への支援 

（講座・相談・融資等） 

創業・起業に関する講座、相談、融資あっせ

んなどを総合的に実施することにより、区内

での創業・起業を促進する。 

27 

◎ 

インキュベート機能の充実 起業後の各種経営の課題について、総合的に

支援するインキュベート機能の充実を図る。 

28 

○ 

異業種交流事業への支援 新製品・新技術の開発を目的として、区内外

の中小企業が個々に保有する産業資源を相互

活用する企業間交流事業に対して支援する。

（農商工連携の推進を含む） 

29 

◎ 

新製品・新技術開発への支援 企業の新製品・新技術の開発に対して支援す

る。 

30 

☆ 

若手経営者の交流支援 若手経営者を対象に、経理、財務、マーケテ

ィングなど経営に関するスキルを向上させる

ためのセミナーを実施するとともに、受講者

を対象とした交流の場を設け、ネットワーク

化を支援し、次世代経営者を育成する。 

◎ コミュニティビジネスの推進 （再掲）47 

○ 産業融資あっせん事業 （再掲）13 

○ 商工業従業員表彰 （再掲）52 

◎ 経営者・後継者経営力向上事業 （再掲）15 

☆ 学生のアイディア活用事業 （再掲）8 
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（Ｄ）まちににぎわいをもたらす産業活動の推進 

⑧ 集客力のある商店街形成への支援 

NO. 事業名 事業内容 

32 

◎ 

いきいき商店街支援事業 高齢者を対象にした買物サービスや休憩所の

設置など商店会の工夫とアイディアが活かさ

れた魅力的な商店街づくりを支援する。 

33 

◎ 

にぎわい商店街支援事業 商店会が実施する消費者との交流事業や商店

街の活性化を促進する各種イベント等を支援

する。 

34 

○ 

練馬区商店街連合会等への支援 商店街連合会等が実施する共同事業への支援

を行う。 

35 

◎ 

商店街活性化計画への支援 商店街を取り巻く環境の変化に対応するため

に実施する商店街活性化計画を支援をする。 

36 

○ 

商店街振興組合への助成 商店街振興組合の事業運営を支援するため、

運営経費の一部に対して補助を行う。 

37 

☆ 

コミュニティスポット事業への支援 個店、空き店舗、商店街事務所等を活用した

休憩所、トイレ、イベントスペース、授乳・

おむつ交換スペースなど、快適で魅力ある商

店街施設整備事業を支援する。 

38 

☆ 

商店街ファンづくり事業への支援 様々なITツールを活用したイベントや売出し

情報の提供等による商店街ファンづくりへの

支援を行う。 

39 

○ 

生鮮三品共同販売への支援 生鮮食品を扱う小売店が自主的に行う生鮮食

料品販売事業に対して補助金などの支援を行

う。 

☆ 若手経営者の交流支援 （再掲）30 

◎ IT活用の支援 （再掲）24 
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⑨ 商店街の環境整備 

NO. 事業名 事業内容 

40 

◎ 

商店街施設整備への支援 環境に配慮した快適な商店街環境づくりに向

けて、商店会が自主的に取り組む商店街施設整

備への支援を行う。 

41 

☆ 

魅力ある個店づくり支援事業 各商店が販売促進のため、照明、陳列、商品、

サービスなど店舗の改装・改造に取り組む際

に、商業施設士などのアドバイザーを派遣す

る。また、改装または改造費の融資あっせんな

どの助成を行う。なお、バリアフリーへの取組

も支援する。 

42 

○ 

空き店舗入居促進事業 空き店舗情報の発信や店舗改修および賃借料

に対して補助金などの支援を行う。 

43 

○ 

空き店舗活用事業 商店街が空き店舗を活用して実施する事業を

支援する。（例：駐輪場など） 

 
⑩ 地域に根ざした商店街づくり 

NO. 事業名 事業内容 

44 

○ 

駅周辺地区まちづくりと連携した商店街

整備の促進 

練馬、石神井公園、大泉学園駅など駅周辺地区

において、まちづくり事業によって、商店街を

含めたまち並みの整備を総合的に推進する。 

45 

○ 

大規模・中規模店舗の立地調整 大規模・中規模店舗の立地に際し、周辺地域の

生活環境を良好に保持するため、必要な調整を

行う。 

☆ ネットショッピング事業への支援 （再掲）25 

☆ コミュニティスポット事業への支援 （再掲）37 

◎ コミュニティビジネスの推進 （再掲）47 

☆ 商店街ファンづくり事業への支援 （再掲）38 

☆ 買物支援事業 （再掲）48 
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（Ｅ）区民とともに活性化する産業活動の推進 

⑪ 住宅と共存した工業・ものづくりへの支援 

 
⑫ 生活支援型サービスへの支援 

NO. 事業名 事業内容 

47 

◎ 

コミュニティビジネスの推進 地域の課題をビジネスの手法で解決するコミュニ

ティビジネスを推進し、もって区内産業の活性化

を図る。 

48 

☆ 

買物支援事業 高齢者や子育て中の人などを対象に、商品を自

宅に届けるなど買物の利便性を高める商店街の

事業を支援する。 

☆ コミュニティスポット事業への支援 （再掲）37 

○ 生鮮三品共同販売への支援 （再掲）39 

◎ 産業情報の提供 （再掲）19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO. 事業名 事業内容 

46 

☆ 

 製造業実態調査の実施 区内製造業の実態を把握し、今後区が商工業振

興施策の充実を図る上での基礎的資料等を整

備する。実施に当たっては、産学連携を図るな

どの工夫を行う。 

◎ EMS推進事業への助成 （再掲）９ 

○ 見本市等出展への支援 （再掲）22 

○ 事業所マッチング（ビジネスネット） （再掲）23 

◎ 産業情報の提供 （再掲）19 

◎ IT活用の支援 （再掲）24 
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⑩ 地域に根ざした商店街づくり（再） 

NO. 事業名 事業内容 

○ 駅周辺地区まちづくりと連携した商店街

整備の促進 

（再掲）44 

○ 大規模・中規模店舗の立地調整 （再掲）45 

☆ ネットショッピング事業への支援 （再掲）25 

☆ コミュニティスポット事業への支援 （再掲）37 

◎ コミュニティビジネスの推進 （再掲）47 

☆ 商店街ファンづくり事業への支援 （再掲）38 

☆ 買物支援事業 （再掲）48 

 

⑬ 関係団体等との連携 

NO. 事業名 事業内容 

49 

○ 

産業経済団体等との連携の強化 （社）練馬産業連合会、東京商工会議所練馬

支部など産業経済団体や区内の先進的な企

業などとの懇談会を設置し、商業活性化やま

ちづくりなどについての意見交換を行う。 

50 

○ 

家屋修繕等小規模工事あっせん事業 区民からの家屋修繕等小規模工事の希望に

ついて、建設業者の団体を通じて区内建設業

者をあっせんすることにより、区民が安心し

て発注できるとともに、中小企業の振興を図

る。 
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⑭ 勤労者と就労の支援 

NO. 事業名 事業内容 

51 

○ 

就労・雇用支援 就職希望者向けの実践的な講座や、多数の

企業が参加する就職合同面接会などを、

国・都の関係機関や区内の産業経済団体と

連携して開催することで、就職支援、雇用

支援を行う。 

52 

○ 

商工業従業員表彰 区内中小企業従業員に対する永年勤続表彰

を行うことにより、勤労意欲の向上ならび

に雇用の定着・安定を図る。 

53 

○ 

勤労者への支援 主として中小企業に働く勤労者の文化・教

養および福祉の向上を図る。 

 

⑮ 消費者の自立への支援 

NO. 事業名 事業内容 

54 

○ 

消費者意識の啓発 消費者意識の向上を図るため、講座や教室等

を開催する。消費者だよりを発行し、暮らし

の支援等の情報を提供する。 

55 

○ 

消費者の安全の確保 契約トラブルや不当請求等の解決を図るた

め、消費生活相談を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

3 年度別計画（新規事業） 

 

 事 業 名 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

１ 
伝統工芸体験講座の開催 

（NO.２） 
実施 実施 実施 実施 

2 
地産地消への支援 

[農業振興計画] （NO.７） 
実施 実施 実施 実施 

3 
学生のアイディア活用 

事業     （NO.８） 
調査・検討 実施 実施 実施 

4 

練馬区地球温暖化対策地

域協議会への支援 

[地球温暖化対策地域推  

進計画]    （NO.10） 

実施 実施 実施 実施 

5 
ワンストップ相談 

（NO.18） 
調査・検討 実施 実施 実施 

6 
中小企業支援パンフレッ

トの作成     （NO.20） 
実施 実施（改訂） 実施（改訂） 実施（改訂） 

7 
ネットショッピング事業

への支援     （NO.25） 
調査・検討 実施 実施 実施 

8 
若手経営者の交流支援 

（NO.30） 
調査・検討 実施 実施 実施 

9 
コミュニティスポット 

事業への支援 （NO.37） 
調査・検討 試行 試行 実施 

10 
商店街ファンづくり事業

への支援     （NO.38） 
調査・検討 調査・検討 実施 実施 

11 
魅力ある個店づくり支援

事業         （NO.41） 
調査・検討 実施 実施 実施 

12 
製造業実態調査の実施 

（NO.46） 
調査・検討 調査・検討 実施 活用 

13 
買物支援事業 

（NO.48） 
調査・検討 試行 試行 実施 

＊（ ）内は個別事業番号です。 
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第５章 計画の推進                                                             
  
1 商工業振興の推進体制 

５つの戦略目標を達成するためには、事業者、産業経済団体、区民、区がそれぞれの

役割を担い、ともに手を携え、推進する体制をとることが求められます。本計画におけ

る商工業振興の推進体制を下記のとおりとします。 

       
（1）事業者、産業経済団体、区民、区の協力による推進体制 

商工業振興は、商品の高付加価値化や時代の変化に対応した新規事業の創出など、

基本的には、各事業者が自ら事業の発展と経営の改善に努めることが大切です。 

産業経済団体は、個々の事業者ではできない取組を支援するとともに、産業界を代

表し、産業活動に対する区民からの理解と共感を得られるよう啓発活動を行う役割が

求められています。 

また、こうした啓発活動を受け、顧客である区民は、商工業の発展が区民生活の向

上と地域の活性化に寄与することを認識し、地元産業に理解と関心を持ち、区内店舗

や商品・サービスの購入はもちろんのこと交流と関わりを持つことが期待されていま

す。 

  区は、事業者、産業経済団体、区民が、ともに手を携えながら区内商工業の活性化 

が進められるようなコーディネーター（調整役）としての役割が求められます。 

  そこで、本計画では、事業者、産業経済団体、区民が連携して商工業の振興を推進 

できるよう、区もメンバーの一員として必要な支援や条件の整備、情報の発信や関係 

者間の調整などを行います。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） (仮称）産業振興会館による推進体制 

区内産業を活性化するためには、情報力、商品開発力やマーケティング※12力の向

上など、区内事業者の経営力の強化が不可欠です。経営力を強化するには、産業情

報の収集発信、経営に関する各種相談、研修・交流などの機能を有するワンストッ

プの中核的拠点が必要です。とりわけ経済のグローバル化や変化の激しい今日の社

会経済情勢の下で区内の商工業振興を進めていくためには、こうした拠点の必要性

     

 商工業振興の推進 

区民 
理解、協力 

産業経済団体 
啓発、支援 

事業者 
自助努力 

練馬区 
コーディネーター 
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は一層高まっています。 

区は、これまで（仮称）産業振興会館の整備を「練馬区新長期計画（平成 18 年

度～平成22年度）」および「練馬区商工業振興計画（平成15年度～平成22年度）」

で位置付け、平成19年３月には、「（仮称）産業振興会館整備基礎調査報告書」を公

表し、「練馬駅北口区有地活用基本構想（平成21年３月）」の中で、産業振興・経済

活性化の拠点機能として、区内外に練馬の産業を広くアピールすることなどを目的

とした産業振興施設を整備するとしてきました。 

その後、区は、平成22 年３月に策定した「長期計画（平成22 年度～平成26 年

度）」において、産業振興の中核的拠点として、産業経済の活性化に寄与し、区内の

事業者や産業経済団体を総合的に支援する（仮称）産業振興会館の整備を主要な計

画事業と位置付けて推進することとしています。 

本計画では、区内商工業を取り巻く大きな環境変化を踏まえ、区内産業に関する

情報、相談、研修・交流などの総合的な支援機能を持つ（仮称）産業振興会館を整

備し、これらの機能を最大限に活用することにより、区内商工業の振興を推進して

いきます。 

 
2 区の支援のあり方 
商工業振興に当たっての区の支援のあり方については、下記のとおりとします。   

 

（1） 事業者および産業経済団体の自助努力に対する側面支援 
区は、事業者や産業経済団体の自助努力を促進するために､必要な施策や個別事

業を推進することで支援を行っていきます。特に積極的に事業展開を試みている事

業者や商店街、商店の意欲的な取組に対して積極的な支援を行っていきます。 
また、区は、事業者と産業経済団体が区民と協力した商工業振興のための様々な

活動に対して、コーディネーター（調整役）としての役割を担っていきます。 
     

（2） 区内外へのPRを支援 
区内商工業の活性化のためには、区内外に対して区内事業所の取組について PR

することが有効です。区では、区内産業の情報を区内外に提供することで商工業振

興のための支援を行います。 

例えば、区内においては、区民に対して、区内事業所の取組について情報提供す

るのみならず、商工業の発展が区民生活の向上と地域の活性化に寄与するとの認識

が深まるようなPRの充実を支援します。また、区外に対しては、各種イベントの開

催を支援するなどして、区内産業がPRを行うための場や機会拡大を支援します。 

また、区内産業を広くPRするための仕組みづくりも行っていきます。  

     

（3） 時代に即した支援 
区は、時代の変化に即した支援を実施します。また、現状に対応した支援だけで

なく、社会経済情勢を踏まえ、少子高齢化や環境問題への対応、国際化、IT化の推

進、技術動向なども踏まえ、今後、将来的に必要となる支援に取り組んでいきます。 
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（4） 国、東京都との関係 
区は、国や東京都の施策と連携し、区以外の制度も十分に活用しながら区の商工

業振興を推進します。特に東京都では、産業発展の原動力である中小企業の活性化

が重視されており、中小企業向けの融資制度、経営・技術活性化への助成、商店街

に対する助成、雇用に対する助成などが充実しています。区は、区内事業者がこう

した制度を活用するに当たり、コーディネーターとしての役割を担っていきます。 
 

３ 計画の進行管理 
計画の進行管理は、PLAN（計画・目標）、DO（実施）、CHECK(点検・評価）、ACTION 

(改革・改善)のPDCAサイクルを活用して、着実かつ効果的に進めていきます。   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

計画・目標 
（PLAN） 

実施 
（DO） 

 

点検・評価 
（CHECK） 

改革・改善 
（ACTION） 

PDCAサイクル 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 
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用語解説 

注番号 用語 解説 
※１ サブプライム・ローン問題 米国の金融機関が、比較的信用力の低い人たち

に対して貸し出す住宅ローン。返済できない人が

増えたことで不良債権化した。 
※２ リーマンショック 米国の投資銀行リーマン・ブラザーズの破綻を

契機に発生した世界金融市場における信用不安。 
※３ サービス支出 食料や住居、交通・通信、教育、教養娯楽、そ

の他のサービスに対する支出。 
※４ ノーマライゼーション 障害者と健常者を区別や分離することなく、地

域や家庭において共に生活できる社会を目指す

こと。 
※５ ユニバーサルデザイン 国籍、年齢、性別の違い、障害の有無を問わず、

利用しやすい施設や製品のデザインのこと。 
※６ コンテンツ（産業） 映画、音楽、放送、アニメ、ゲーム、出版およ

びキャラクタービジネスなどの様々な情報産業

の総称。 
※７ ジャパニメーション 日本製のアニメーションの海外での呼称。 
※８ 低炭素型社会 二酸化炭素の排出が少ない社会のこと。 
※９ 地産地消 地域の消費者ニーズに即応した農業生産と、生

産された農産物を地域で消費しようとする活動

を通じて、農業者と消費者を結びつける取組。 
※10 農業体験農園 区が管理する区民農園・市民農園とは異なり、

農家が開設し、耕作の主導権を持って経営・管理

している農園で、練馬区が発祥の地。 
※11 白蛇伝 中国において古くから伝承されている説話「白

蛇伝」を題材として、練馬区内にある現・東映ア

ニメーション株式会社で製作された日本初の長

編カラーアニメ映画のタイトル。 
※12 マーケティング 消費者の求めている商品やサービスを調査し、

供給する商品や販売の方法などを決定すること

により、生産者や販売者から消費者への流通を円

滑化する活動のこと。 
※13 企業の社会的責任（CSR） 収益を上げ配当を維持し、法令を遵守するだけ

でなく、人権に配慮した適正な雇用・労働条件、

消費者への適切な対応、環境への配慮、地域社会

への貢献など企業が市民として果たすべき責任

をいう。 
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統計資料 
1 練馬区の概況 
  

(1) 位置・環境 
練馬区は、東京23区の北西部に位置し、東西約10km、南北約４～７kmのほぼ

長方形で、面積は 48.16ｋ㎡です。区内には、西武池袋線・豊島線・新宿線、東

武東上線、東京メトロ有楽町線・副都心線、西武有楽町線と都営大江戸線が運行

しており、池袋、新宿などの東京都心へのアクセスが良好な立地環境にあります。 

 

練馬区の位置 

 
（資料：東京都ホームページより作成） 

 

また、みどりの豊かな環境にあり「平成18年度 練馬区みどりの実態調査報告

書」によると、緑被率は26.1％で 23 区第１位を誇っています。公園や農地、武

蔵野の面影を残す散歩道など豊かなみどりに包まれた理想的な住宅環境を保って

おり、平成21年に区が実施した区民意識意向調査においても、住み心地について

肯定的評価が９割以上を占めています。 

 
(2) 人口 
住環境の良さから、昭和22年に区が成立して以来、区の人口は、増加傾向にあ

ります。平成22年１月１日現在の練馬区統計によると区の総人口（住民基本台帳

による人口および外国人登録人口）は、706,449人で、23区では世田谷区に次ぐ

第２位の人口規模になっています。世帯当たり人口も2.08人と、23区平均の1.92

人（「住民基本台帳における東京都の世帯と人口 平成22年１月１日）を上回って

おり、単身者よりも夫婦や家族での居住が多いことが特徴となっています。 
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練馬区の人口推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         （資料：練馬区統計、東京都「住民基本台帳による世帯と人口」） 

   

人口構成を見ると、老年人口（65 歳以上）の占める割合は、平成 12 年、平成

22年ともに、23区に比べ練馬区の方が低くなっています。反対に、年少人口（0

～14歳）の占める割合は、23区に比べると平成12年、平成22年ともに練馬区の

方が高いことが分かります。 

 
練馬区と23区の人口構成推移 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（資料：東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」） 
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2 「練馬区商工業振興計画策定に伴う区民意識・事業所実態調査（平成22年1月）」
に基づき作成 
(1) 事業所実態調査より 

 
ア 現在の経営上の問題点（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

イ 今後の年間売上高の推移の予想 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.0 

26.8 

26.2 

10.2 

3.4 

2.3 

減少する

やや減少する

横ばい・現状と変わらない

やや増加する

増加する

無回答

％

回答者数1,425

0                      10                      20                     30                40

 

60.1 

43.6 

32.0 

25.1 

10.4 

9.1 

8.3 

5.2 

4.7 

3.1 

2.7 

1.8 

1.6 

1.4 

1.3 

1.2 

1.2 

1.0 

4.5 

10.7 

2.1 

売上高・受注量の伸び悩み

利益率の低下

同業種との競争の激化

得意先の減少

営業力の低さ

人件費の増加余剰人員の発生

機械・設備の老朽化

後継者の確保難

地代・家賃の高さ

ロットの少量・多品種化

新規事業開拓の遅れ

情報化への対応の遅れ

得意先の注文レベルの高度化

異業種との競争の激化

情報処理技術をもつ人材の確保難

技術開発・研究開発の遅れ

市場・顧客情報の収集難

メーカー・小売の直結化

その他

特にない

無回答

％

回答者数1,425

0 10 20              30               40                50               60            70
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ウ  新しい事業展開への取組状況 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

エ 今後の経営方針 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取り組んだ

13.6%

取り組んでいない

83.2%

無回答

3.2%

回答者数1,425

44.8

21.1

12.8

5.4

5.3

3.2

2.5

0.6

1.3

3.2

0 10 20 30 40 50

現状を維持する

現在の事業を拡大する

具体的に決まっていない

時期を見て事業を廃止する(可能性あり)

新たな事業分野へ進出する

現在の事業を縮小する

出先機関のためわからない

新たな事業分野に転換する

その他

無回答

％

回答者数1,425
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オ インターネットの利用状況 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ ホームページの開設状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

利用している

68.4%

利用検討中

である

1.2%

以前利用してい

たが、現在は利

用していない

1.0%

利用していない

28.0%

無回答

1.4%

回答者数1,425

 

もっている

44.7%

現在作成中

である

1.0%作成を検討

している

3.2%

以前もっていた

が今はない

1.1%

もっていない

41.6%

無回答

8.4%

回答者数1,425
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キ ホームページを開設した効果の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
ク ホームページを開設した具体的な効果（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

効果をあげて

いる

68.3%

効果をあげて

いない

30.3%

無回答

1.4%

回答者数637

41.8 

21.0 

1.1 

1.1 

21.5 

28.4 

0 10 20 30 40 50

新規客の増

売上または受注の増

客単価の増

在庫品の整理

その他

無回答

回答者数637

％
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(2) 区民意識調査（買物実態）より 
 
ア よく利用する店舗【生鮮食品(肉・魚・青果等)】（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

イ よく利用する店舗【他の食料品(酒・米・加工品等)】（複数回答） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

393 

1,240 

45 

135 
60 

157 

26 1 
51 

153 

29 18 38 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区外＞＜区内＞ ＜その他＞ (人）

301 

1,121 

191 
156 

77 85 
14 0 

34 

160 

36 45 37 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区外＞＜区内＞ ＜その他＞ (人）
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ウ よく利用する店舗【おしゃれ着(紳士・婦人服)】（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ よく利用する店舗【日用雑貨・身の回り品(医薬品･日用衣料･靴等)】(複数回答) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

103

538

5 10
87

650

318

81

187

290

175
110

50

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞ (人）

390 

1,063 

70 
34 

98 

247 

77 
10 

95 

184 

59 69 
37 

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞ (人）
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オ よく利用する店舗【家具・家電製品】（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ よく利用する店舗【書籍・文具】（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

114

846

4 15
75

399

149

9

96

275

107
143

57

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞ (人）

592
542

98

10
83

389

126

14
82

155

20

138

59

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞

回答者数1,477

(人）
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キ よく利用する店舗【美容・理容】（複数回答） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ク よく利用する店舗【外食・飲食】（複数回答） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

772

115

4 10

203

112
55 42 52

233

14 15
71

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

回答者数1,477

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞ (人）

496

234

50 41

300

493

266

58

151

406

2 2

78

0 

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

商
店
街
の
一
般
商
店

大
型
店
・大
手
ス
ー
パ
ー

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

宅

配

そ
の
他
の
商
店

池
袋
周
辺

新
宿
周
辺

渋
谷
周
辺

吉
祥
寺
周
辺

そ
の
他
の
地
域

通
信
販
売
・カ
タ
ロ
グ
販
売

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

無
回
答

＜区内＞ ＜区外＞ ＜その他＞

回答者数1,477

(人）
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ケ 区内の店舗で買わない理由（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ 運営状況に不満を感じる理由（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.1

54.8

10.5

7.8

4.9

4.6

3.7

1.9

1.0

0.7

13.0

7.4

8.2

0 10 20 30 40 50 60 

欲しい商品を売る店がないから

全体的に品揃えが少ないから

値段が高い店が多いから

売出し・イベントに魅力がないから

駐輪・駐車場が少ないから

家から遠いから

営業時間が短いから

サービスが全体的に良くないから

何となく気兼ねしてしまう

店が清潔でないから

その他

特に理由はない

無回答

％

回答者数1,250

71.4

31.8

31.4

23.3

21.4

15.5

6.8

3.8

1.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

品揃え

駐車場・駐輪場の確保

価格

品質

営業時間

接客態度

スタンプ・ポイントカードの内容

その他

無回答

％

回答者数472
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サ 区内の店舗に望むこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

分 類 件数 

営業時間の拡大 157 

地域密着、地元食材の提供 115 

商品の質や品揃えの充実 103 

宅配サービス 69 

駐車場、駐輪場の整備 47 

価格の安さ 37 

活気がある店舗 24 

現状で満足 17 

おしゃれな店舗 16 

大型店舗 16 

安全・安心の商品 15 

接客態度 12 

クレジットカードの利用、ポイントカードの発行 6 

インターネットの活用 5 

その他 97 

合計 736 
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3 「練馬区商店街実態調査（平成22年３月）」に基づき作成 
(1) 商店街アンケート調査より 

 
ア 商店街の抱える問題（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 平均空き店舗数               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.7 

51.1 

20.7 

14.1 

21.7 

58.7 

41.3 

12.0 

26.1 

46.7 

6.5 

15.2 

2.2 

2.2 

0 20 40 60 80

個店の後継者問題

商店街組織の人材問題

大型店の出店

空き店舗の増加

客の高齢化への対応の遅れ

来街者の減少

会員の意欲の低下

チェーン店の増加

商店街未加入店舗の増加

生鮮食品店の減少

再開発等による環境変化

駐輪場問題

治安の悪化

その他

回答者数92

3.0 

5.3 

2.7 

0 2 4 6

全体

法人

任意団体

％

回答者数91
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ウ 空き店舗の埋まり方 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                     

 

エ 空き店舗が埋まらない理由（複数回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

12.2 

9.1 

12.7 

35.4 

54.5 

32.4 

52.4 

36.4 

54.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

法人

任意団体

短期間に埋まる 少し時間がかかる 長期間埋まらない

回答者数82

26.0 

16.4 

5.5 

16.4 

28.8 

54.8 

42.5 

5.5 

8.2 

0 10 20 30 40 50 60 

立地が悪い

家主との権利関係

都市計画等による改築の制約等

家賃が高い

店舗施設の老朽化

出店しても売上が見込めそうにない

来街者の減少

ＰＲ不足

その他

％

回答者数73
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(2) 商店（個店）アンケート調査より 
 
ア 商店の業種構成 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イ 商店の経営上の問題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9 

4.5 

4.1 

11.5 

4.9 

1.9 

12.7 

5.6 

4.8 

1.7 

10.5 

15.4 

7.7 

9.1 

0 10 20

12.6 

14.9 

13.4 

24.2 

13.9 

8.1 39.6 

15.2 

20.7 

9.9 

19.3 35.5 

9.4 

8.4 

0 10 20 30 40

人手の確保が困難

従業員の高齢化

後継者がいない

大型店やチェーン店の新規出店

同業店の新規出店

周辺人口の減少

顧客の高齢化

地代・家賃が高い

施設・設備の老朽化

店舗面積が狭い

資金繰りの悪化

商店街の空洞化やさびれ

その他

特に困っている問題はない

＜複数回答＞ ＜シングル回答～最大の問題＞

％

 

スーパー

1.1%

コンビニエンスストア

2.4%

生鮮三品小売業

3.2%

その他食品小売業

12.4%

生活用品小売業

26.6%

その他の小売業

4.5%

飲食店

21.5%

サービス業

22.0%

不動産業

4.5%

その他

1.9%

回答

2,345店
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ウ 業種別・後継者の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 従業者規模別・後継者の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

25.4 

61.1 

38.8 

29.3 

25.1 

24.1 

35.5 

20.7 

23.8 

37.9 

28.6 

9.9 

5.6 

4.1 

6.7 

6.5 

10.6 

6.5 

10.5 

11.3 

15.5 

9.5 

39.2 

5.6 

28.6 

50.7 

48.4 

40.9 

32.3 

40.8 

39.8 

12.6 

16.7 

25.4 

27.8 

28.6 

13.3 

20.1 

24.5 

25.8 

28.1 

25.0 

34.0 

45.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

スーパー

コンビニエンスストア

生鮮三品小売業

その他食品小売業

生活用品小売業

その他の小売業

飲食店

サービス業

不動産業

その他

後継者はいる 事業を継がせたいが候補がいない

自分一代限りで継がせるつもりはない まだ考えていない

0                   20                  40                   60                  80

5.9 

24.7 

44.5 

39.8 

57.3 

10.6 

9.5 

9.5 

11.3 

2.2 

64.0 

42.2 

14.2 

11.3 

9.0 

19.5 

23.6 

31.8 

37.6 

31.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1人

2～3人

4～9人

10～19人

20人以上

後継者はいる 事業を継がせたいが候補がいない

自分一代限りで継がせるつもりはない まだ考えていない

0       20                 40                60          80
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(3) 消費者アンケート調査より 
 

ア 商店街に対する期待（商店街にがんばってもらいたいと思うか） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 商店街にがんばってもらいたい理由（複数回答）         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

38.4 

75.6 

23.2 

23.2 

15.7 

18.8 

69.1 

6.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

商店街がないと生活に困るから

まちの活気がなくなるから

買い物の楽しみがなくなるから

祭りやイベントなど地域の交流の拠点だから

地域活動をリードしてくれるから

防犯上必要だから

商店街の活き活きした姿が本来のまちだと思うから

その他

％

回答者数586

80.7 

66.7 

80.3 

85.3 

80.0 

82.6 

77.1 

2.0 

8.3 

4.2 

0.8 

3.0 

1.8 

1.1 

12.8 

8.3 

11.3 

10.9 

13.0 

11.4 

16.0 

4.6 

16.7 

4.2 

3.1 

4.0 

4.2 

5.7 

0% 25% 50% 75% 100%

全体

29歳以下

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

そう思う そうは思わない どちらともいえない わからない
回答者数658



 59 

ウ 応援したい気持ちの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 商店街、商店、消費者調査の共通質問項目の比較 
 

ア 今後、取り組みたい（取り組んでもらいたい）商店街の事業 （複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 

44.8 

7.9 

64.0 

9.1 

8.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

積極的に応援団を結成したい気持ちだ

何とか応援していきたい

消費者モニターとして活用して欲しい

なるべく地元で買物をしたい

それほどの強い気持ちはない

何とも言えない

％

回答者数623

44.1 

30.1 

14.0 

24.7 

15.1 

8.6 

10.8 

4.3 

26.9 

10.8 

10.8 

2.2 

20.4 

18.3 

2.2 

23.7 

0 10 20 30 40 50

売出しの充実･拡大

他のイベントの充実･拡大

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの開設・充実

防犯・防災活動

駐輪場対策

ｽﾀﾝﾌﾟ・ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ

環境保全活動

福祉活動

高齢者対策

バリアフリー化

宅配事業

ブランド化

ＰＲ活動の充実

人材育成

その他の事業

特にない

＜商店街の回答＞

回答者数86

18.4 

14.7 

10.8 

11.7 

12.4 

8.0 

8.5 

6.5 

21.9 

6.8 

7.1 

5.2 

16.5 

9.2 

3.2 

36.5 

0 10 20 30 40 50

＜商店の回答＞
回答者数1,943

48.0 

8.9 

3.8 

6.7 

33.2 

15.0 

6.3 

2.8 

20.3 

6.3 

10.6 

3.7 

13.6 

4.7 

6.6 

13.5 

0 10 20 30 40 50

＜消費者の回答＞

回答者数654
％
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イ 商店街にとって大切になりそうなキーワード（複数回答） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76.7 

23.3 

16.3 

11.6 

18.6 

27.9 

23.3 

1.2 

9.3 

3.5 

3.5 

14.0 

11.6 

40.7 

1.2 

3.5 

0 20 40 60 80

高齢者対策

子育て支援

環境・リサイクル

I T（情報技術）

防災

防犯

ご用聞き・宅配

ファッション

レトロ(なつかしさ)

アート

歴史・文化

緑・景観

地域ブランド

地域交流

国際交流

その他

＜商店街の回答＞

回答者数93

59.3 

17.5 

21.1 

11.3 

12.7 

22.0 

17.1 

5.0 

10.6 

3.3 

4.9 

14.5 

16.8 

31.2 

2.0 

8.5 

0 20 40 60 80

＜商店の回答＞

回答者数1,923

53.1 

18.2 

26.4 

7.8 

7.8 

16.9 

22.8 

6.1 

11.6 

1.6 

4.2 

15.7 

21.8 

29.1 

1.6 

10.0 

0 20 40 60 80

＜消費者の回答＞

回答者数670

％
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練馬区商工業振興計画策定の経緯 
 

●練馬区商工業振興懇談会 

 公募区民、学識経験者、事業者等によって構成され、練馬区の商工業の現状と課題

を踏まえて、商工業振興の将来的方向性と具体的取組を検討し、提案した。 

 

〔開催日程〕 

第１回 平成21年 ９月 ８日 

第２回 平成21年10月14日 

第３回 平成21年11月16日 

第４回 平成22年 １月25日 

第５回 平成22年 ２月23日 

第６回 平成22年 ３月15日 

練馬区商工業振興懇談会提言書の提出 平成22年３月30日 

 

〔練馬区商工業振興懇談会委員〕 

区 分 氏  名 所  属  等 

座長    髙橋 徳行 武蔵大学 経済学部教授 

職務代理 黒岩 健一郎 武蔵大学 経済学部准教授 学識経験者 

委員   山中 伸彦 立教大学 経営学部准教授 

委員   井戸 勤 東京商工会議所練馬支部会長 

委員   横山 正二 練馬産業連合会副会長 

委員   篠  利雄 練馬区商店街連合会会長 

委員   奥津 稔 東京あおば農業協同組合代表理事専務 

委員   本田 八十夫 練馬区観光協会理事 

事業者等 

委員   大島 いずみ 練馬区消費生活センター運営連絡会会長 

委員   長井 詳典 旭町在住 

委員   岩橋 栄子 旭町在住 

委員   元屋 恵子 早宮在住 
公募区民 

委員   石黒 竜 豊玉上在住 
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●練馬区商工業振興計画策定検討委員会 

 練馬区商工業振興計画策定の検討を行う庁内組織 

〔開催日程〕 

第１回 平成21年 ６月26日 

第２回 平成21年 ７月30日 

第３回 平成21年 ９月11日 

第４回 平成21年10月28日 

第５回 平成21年12月16日 

第６回 平成22年 １月19日 

第７回 平成22年 ２月 ２日 

第８回 平成22年 ３月11日 

第９回 平成22年 ４月 ８日 

第10回 平成22年 ７月 ９日 

第11回 平成22年 ９月 ９日 

 

〔練馬区商工業振興計画策定検討委員会〕 

産業地域振興部長（委員長） 

都市整備部長（副委員長） 

環境清掃部長（平成22年３月31日まで） 

環境部長（平成22年４月１日から） 

土木部長 

経済課長（作業部会長） 

商工観光課長（作業部副会長） 

広聴広報課長 

企画課長 

区民生活事業本部経営課長（平成22年３月31日まで） 

区民生活事業本部区民部経営課長（平成22年４月１日から） 

都市農業課長 

地域振興課長 

地域福祉課長（平成22年３月31日まで） 

健康福祉事業本部福祉部経営課長（平成22年４月１日から） 

環境政策課長（平成22年３月31日まで） 

環境まちづくり事業本部環境部経営課長（平成22年４月１日から） 

都市計画課長 

まちづくり推進調整課長 

東部地域まちづくり課長 

西部地域まちづくり課長 

計画課長 

交通安全課長 

生涯学習課長
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